
芳 賀 町 告 示 第 ９ ３ 号  

 

 芳 賀 町 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 実 施 要 綱 を 次 の よ う に 定 め 、令 和 ７ 年

１ １ 月 ６ 日 か ら 適 用 す る 。  

 

  令 和 ７ 年 １ １ 月 ６ 日  

 

芳 賀 町 長  大 関  一 雄       

 

   芳 賀 町 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 実 施 要 綱  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 芳 賀 町 広 告 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 １ ９ 年 芳 賀 町 告

示 第 ３ １ 号 ） 第 １ ０ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 を 実

施 す る こ と に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定

め る と こ ろ に よ る 。  

(1 )  町 有 施 設 等  公 有 財 産 及 び 町 が 主 催 す る 事 業 を い う 。  

(2 )  民 間 事 業 者 等  民 間 事 業 者 、 企 業 及 び 団 体 等 を い う 。  

(3 )  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ  条 例 等 で 定 め る 町 有 施 設 等 の 名 称 と は 別 に

当 該 町 有 施 設 等 で 使 用 す る 愛 称 を 付 与 す る 権 利 を い う 。  

(4 )  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ ー ト ナ ー  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ を 付 与 さ れ

た 民 間 事 業 者 等 を い う 。  

(5 )  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業  町 の 財 源 確 保 を 図 る た め 、 町 と 民 間 事

業 者 等 と の 契 約 に 基 づ き 、 当 該 民 間 事 業 者 等 に ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ

を 付 与 し 、町 が そ の 対 価 と な る 金 銭（ 以 下「 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料 」

と い う 。）を 得 て 、町 有 施 設 等 の 運 営 又 は 管 理 に 要 す る 費 用 の 一 部

に 充 て る 事 業 を い う 。  

 （ 対 象 町 有 施 設 等 ）  

第 ３ 条  愛 称 を 付 与 す る こ と が で き る も の は 、 町 有 施 設 等 と す る 。 た

だ し 、 役 場 庁 舎 、 学 校 及 び 保 育 園 の ほ か 、 施 設 名 称 の 規 定 の 経 緯 又

は 施 設 の 性 格 上 、ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 の 導 入 が 適 当 で な い と 町 長

が 判 断 す る も の は 除 く 。  

 （ 愛 称 の 条 件 ）  

第 ４ 条  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ に よ り 表 示 し よ う と す る 愛 称 は 、町 有 施 設

等 に ふ さ わ し い も の で あ っ て 、 親 し み や す さ 、 呼 び や す さ の 観 点 か

ら 町 民 の 理 解 が 得 ら れ る も の で 、次 の 各 号 に 掲 げ る 全 て の 要 件 を 満



た す も の と す る 。  

(1 )  芳 賀 町 広 告 事 業 実 施 要 綱 第 ３ 条 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い

も の  

(2 )  日 本 語 及 び 英 語 ア ル フ ァ ベ ッ ト に よ り 表 記 可 能 な も の 。た だ し 、

企 業 ロ ゴ 、 マ ー ク 等 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

(3 )  第 三 者 の 商 標 権 、 著 作 権 、 パ ブ リ シ テ ィ 権 、 キ ャ ラ ク タ ー 権 等

の 知 的 財 産 権 を 侵 害 す る お そ れ が な い も の  

(4 )  町 民 の 誤 解 を 招 か な い も の 又 は そ の お そ れ の な い も の  

 （ 事 業 の 種 類 ）  

第 ５ 条  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 の 種 類 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

(1 )  公 募 型  町 長 が 指 定 し た 町 有 施 設 等 に つ い て 、 ネ ー ミ ン グ ラ イ

ツ を 希 望 す る 民 間 事 業 者 等 を 、期 間 を 定 め て 募 集 す る こ と を い う 。 

(2 )  提 案 型  前 号 に 規 定 す る 町 長 が 指 定 し た 町 有 施 設 等 以 外 の 町

有 施 設 等 に つ い て 、ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ を 希 望 す る 民 間 事 業 者 等 か

ら 、 期 間 を 定 め ず 愛 称 の 提 案 を 募 集 す る こ と を い う 。  

 （ 事 業 の 実 施 ）  

第 ６ 条  町 長 は 、 前 条 第 １ 号 の 公 募 型 の 実 施 に 当 た っ て は 、 町 有 施 設

等 ご と に ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料 そ の 他 募 集 に 必 要 な 事 項 を 定 め た 募

集 要 項 を 作 成 し 、 公 募 す る も の と す る 。  

２  前 条 第 ２ 号 の 提 案 型 の 実 施 に 当 た っ て は 、民 間 事 業 者 等 か ら の 提

案 を 、年 間 を 通 じ て 随 時 受 け 付 け る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、

愛 称 、 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料 そ の 他 必 要 な 事 項 は 、 民 間 事 業 者 等 の 提

案 を 受 け て 調 整 す る も の と す る 。  

 （ 応 募 資 格 ）  

第 ７ 条  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 に 応 募 す る こ と が で き る 者 は 、次 に 掲

げ る 条 件 の い ず れ に も 該 当 し な い 者 と す る 。  

(1 )  法 令 、 条 例 、 規 則 等 に 違 反 す る 者 又 は お そ れ の あ る 者  

(2 )  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ４

の 規 定 に 該 当 す る 者  

(3 )  芳 賀 町 税 等 の 滞 納 者 に 対 す る 行 政 サ ー ビ ス の 制 限 に 関 す る 規

則 （ 平 成 ２ ８ 年 芳 賀 町 規 則 第 １ １ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 町 税 等 を

滞 納 し て い る 者  

(4 )  風 俗 営 業 等 の 規 則 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年

法 律 第 １ ２ ２ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 営 業 を 行 う 者 又 は こ れ に 類 す

る 者  

(5 )  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法

律 第 ７ ７ 号 ）第 ２ 条 に 規 定 す る 暴 力 団 及 び そ の 利 益 と な る 活 動 を

行 う 者  



( 6 )  政 治 資 金 規 正 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ９ ４ 号 ） 第 ３ 条 に 規 定 す

る 政 治 団 体 及 び こ れ に 類 す る 者  

(7 )  宗 教 法 人 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 １ ２ ６ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 宗

教 団 体 等 の 宗 教 性 の あ る 事 業 を 行 う 者  

(8 )  公 序 良 俗 に 反 す る 事 業 を 行 う 者  

(9 )  そ の 他 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ ー ト ナ ー と し て 適 当 で な い と 町 長

が 認 め る 者  

（ 申 込 手 続 ）  

第 ８ 条  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ を 希 望 す る 民 間 事 業 者 等 は 、芳 賀 町 ネ ー ミ

ン グ ラ イ ツ 事 業 申 込 書 （ 別 記 様 式 第 １ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え

て 町 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

(1 )  申 込 者 の 概 要 を 記 載 し た 書 類  

(2 )  定 款 、 寄 附 行 為 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 書 類  

(3 )  登 記 事 項 証 明 書  

(4 )  印 鑑 証 明 書  

(5 )  最 新 年 度 の 事 業 計 画 書  

(6 )  直 近 １ 事 業 年 度 分 の 決 算 報 告 書 （ 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 ） 及

び 事 業 報 告 書  

(7 )  直 近 １ 年 間 分 の 納 税 証 明 （ 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 、 法

人 県 民 税 、 法 人 事 業 税 及 び 町 税 完 納 証 明 ）  

(8 )  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る も の  

 （ 審 査 委 員 会 ）  

第 ９ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 申 込 書 を 受 理 し た と き は 、 ネ ー ミ

ン グ ラ イ ツ 事 業 の 採 用 の 可 否 を 審 査 す る た め 、芳 賀 町 ネ ー ミ ン グ ラ

イ ツ 審 査 委 員 会 （ 以 下 「 審 査 委 員 会 」 と い う 。） を 設 置 す る 。  

２  審 査 委 員 会 は 、申 込 み に 係 る 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 評 価 す る も

の と す る 。  

(1 )  町 有 施 設 等 の 愛 称  

(2 )  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料  

(3 )  契 約 期 間  

(4 )  民 間 事 業 者 等 の 経 営 の 安 定 性  

(5 )  町 有 施 設 等 の 魅 力 向 上 度  

(6 )  民 間 事 業 者 等 の 地 域 貢 献 ・ 地 域 活 性 度  

(7 )  前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 町 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

３  審 査 委 員 会 は 、 委 員 長 、 副 委 員 長 及 び 委 員 を も っ て 組 織 す る 。  

４  委 員 長 に は 副 町 長 を 、 副 委 員 長 に は 企 画 課 長 を も っ て 充 て 、 委 員

に は 総 務 課 長 の ほ か 、 委 員 長 が 指 名 す る 者 等 を も っ て 充 て る 。  

５  委 員 長 は 、 審 査 委 員 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  



６  副 委 員 長 は 、 委 員 長 を 補 佐 し 、 委 員 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の

職 務 を 代 理 す る 。  

７  審 査 委 員 会 の 会 議 は 、 委 員 長 が 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。  

８  審 査 委 員 会 の 庶 務 は 、当 該 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 を 実 施 す る 町 有

施 設 等 の 主 管 課 に お い て 処 理 す る 。  

９  前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 審 査 委 員 会 に 必 要 な 事 項 は 、 町 長 が

別 に 定 め る 。  

 （ 可 否 決 定 ）  

第 １ ０ 条  町 長 は 、 第 ９ 条 に 規 定 す る 審 査 の 結 果 を 参 考 と し て 、 応 募

に 対 す る 採 用 の 可 否 及 び 交 渉 を 行 う 順 位 を 決 定 し 、そ の 順 位 が １ 位

の 者 に 対 し 、 芳 賀 町 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 採 用 決 定 通 知 書 （ 別 記 様

式 第 ２ 号 ） に よ り 審 査 結 果 を 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 契 約 ）  

第 １ １ 条  町 長 は 、前 条 の 規 定 に よ り 採 用 す る 者 を 決 定 し た 場 合 は 、 当

該 採 用 す る 者（ 以 下「 交 渉 権 者 」と い う 。）と ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ の 付

与 、 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料 、 付 与 期 間 そ の 他 必 要 事 項 に つ い て 協 議 を

行 う も の と す る 。  

２  前 項 の 協 議 が 整 っ た と き は 、 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ ー ト ナ ー と ネ

ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 に 関 す る 契 約（ 以 下「 契 約 」と い う 。）を 締 結 す

る も の と す る 。  

３  前 項 の 契 約 に 当 た り 、当 該 施 設 が 指 定 管 理 者 制 度 導 入 施 設 の 場 合

は 、 町 、 指 定 管 理 者 及 び 交 渉 権 者 に お い て あ ら か じ め 必 要 事 項 に つ

い て 協 議 す る も の と す る 。  

 （ 採 用 の 取 消 ）  

第 １ ２ 条  町 長 は 、 前 条 第 １ 項 に よ る 協 議 が 整 わ な か っ た と き は 、 当

該 交 渉 権 者 の 採 用 を 取 り 消 し 、次 点 順 位 の 民 間 事 業 者 等 に 採 用 決 定

通 知 書 に よ り 通 知 し 、契 約 に 係 る 必 要 事 項 に つ い て 協 議 を 行 う こ と

が で き る 。  

 （ 契 約 期 間 ）  

第 １ ３ 条  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 の 契 約 期 間 は 、３ 年 以 上 ５ 年 以 下 の

期 間 と す る 。 た だ し 、 指 定 管 理 者 制 度 導 入 施 設 に つ い て は 、 そ の 指

定 管 理 期 間 を 考 慮 し た 適 切 な 期 間 を 別 に 設 定 す る こ と が で き る 。  

（ ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料 の 納 入 ）  

第 １ ４ 条  第 １ １ 条 の 規 定 に よ り 契 約 し た ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ ー ト

ナ ー は 、 芳 賀 町 財 務 規 則 （ 平 成 ６ 年 芳 賀 町 規 則 第 １ １ 号 ） 第 ２ ４ 条 に

規 定 す る 納 入 通 知 書 に よ り 、年 度 ご と に 一 括 で ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料

を 町 長 が 定 め る 期 限 ま で に 納 入 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 町 長

が 特 に 必 要 と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  



２  町 長 は 、 前 項 た だ し 書 の 場 合 に お い て は 、 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ

ー ト ナ ー と の 協 議 の 上 、 支 払 方 法 、 納 入 額 及 び 納 入 時 期 を 別 に 定 め

る こ と が で き る 。  

（ 費 用 負 担 ）  

第 １ ５ 条  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 の 導 入 に 伴 う 町 と ネ ー ミ ン グ ラ イ

ツ ・ パ ー ト ナ ー の 費 用 負 担 の 区 分 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

（ ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料 の 返 還 ）  

第 １ ６ 条  町 長 は 、 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ ー ト ナ ー の 責 め に 帰 さ な い

理 由 に よ り ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 を 取 り 消 し た と き は 、既 納 の ネ ー

ミ ン グ ラ イ ツ 料 を 当 該 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ ー ト ナ ー に 返 還 す る こ

と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 町 長 が ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料 を 返 還 す る 場 合 は 、納

付 す べ き ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料 か ら 契 約 解 除 を 行 う ま で の 期 間 （ 1 か

月 に 満 た な い と き は 、１ か 月 と す る 。）に 応 じ た 月 割 り で 返 還 す る も

の と す る 。  

（ 契 約 の 解 除 ）  

第 １ ７ 条  町 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 契 約 を 解

除 す る こ と が で き る 。  

(1 )  指 定 す る 期 日 ま で に ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料 の 納 入 が な い と き 。  

(2 )  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ ー ト ナ ー が 、 法 令 、 条 例 、 規 則 、 要 綱 等

に 違 反 し 又 は そ の お そ れ が あ る と き 。  

(3 )  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ ー ト ナ ー の 社 会 的 又 は 経 済 的 信 用 が 著 し

く 失 墜 す る 事 由 が 発 生 し た と き 。  

(4 )  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ ー ト ナ ー か ら 契 約 解 除 の 申 出 が あ っ た と

き 。  

(5 )  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ ー ト ナ ー の

瑕 疵 に よ り 、ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 の 継 続 が 困 難 で あ る と 町 長 が

判 断 し た と き 。  

２  町 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 契 約 を 解 除 し た と き は 、 芳 賀 町 ネ ー ミ

ン グ ラ イ ツ 事 業 契 約 解 除 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 ３ 号 ） に よ り ネ ー ミ ン

グ ラ イ ツ ・ パ ー ト ナ ー に 通 知 す る も の と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 契 約 を 解 除 し た と き は 、 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ

ー ト ナ ー が 納 付 し た ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料 は 返 還 し な い も の と し 、 未 払

い の ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料 が あ る と き は 、 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ ー ト

ナ ー は 直 ち に 支 払 う も の と す る 。  

（ 契 約 解 除 の 申 出 ）  

第 １ ８ 条  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ ー ト ナ ー は 、 前 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 規

定 す る 自 己 の 都 合 に よ り 契 約 の 解 除 を 申 し 出 よ う と す る と き は 、芳



賀 町 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 契 約 解 除 申 出 書 （ 別 記 様 式 第 ４ 号 ） を 、

町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 契 約 の 更 新 ）  

第 １ ９ 条  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ ー ト ナ ー は 、 次 回 の 契 約 に 際 し て 優

先 的 に 交 渉 で き る も の と す る 。  

（ 補 則 ）  

第 ２ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 町 長 が 別 に

定 め る 。  



別 表 （ 第 １ ５ 条 関 係 ）  

費 用 負 担 の 区 分  芳 賀 町  ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ・ パ ー ト ナ ー  

ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料   ○  

敷 地 内 外 の 表 示 変 更

（ 施 設 看 板 や 道 路 標

識 ） ※ １  

 ○  

契 約 期 間 満 了 後 （ 契

約 解 除 を 含 む 。）の 原

状 回 復 費 用  

 ○  

パ ン フ レ ッ ト 、 封 筒

等 の 町 の 印 刷 物 や 町

ホ ー ム ペ ー ジ の 表 示

変 更 ※ ２  

○   

 ※ １  敷 地 内 の 表 示 変 更 は 、 町 や 関 係 機 関 と 協 議 の 上 、 変 更 可 能 な

表 示 に つ い て 行 う 。 ま た 、 看 板 等 を 新 規 に 設 置 す る こ と に つ い て

は 、設 置 の 可 否 を 含 め 町 や 関 係 機 関 と 協 議 の 上 、決 定 す る 。な お 、

屋 外 に 設 置 す る 看 板 に つ い て は 、芳 賀 町 広 告 事 業 実 施 要 綱 等 の 関

係 法 令 を 遵 守 す る も の と す る 。  

 ※ ２  残 部 数 や 切 替 え 時 期 な ど を 考 慮 し 、 協 議 の 上 、 決 定 す る 。  

  



別 記 様 式 第 １ 号 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

 

年  月  日   

 

芳 賀 町 長  様  

 

 

              住     所 

         申 込 者   商 号 又 は 名 称 

              代 表 者 氏 名        ○印  

 

 

芳 賀 町 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 申 込 書  

 

 芳 賀 町 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 実 施 要 綱 第 ８ 条 に 基 づ き 、次 の と お り

申 し 込 み ま す 。  

 

１  申 込 内 容  

対 象 施 設   

愛 称 （ 第 １ 案 ）   

第 １ 案 の 理 由  
 

愛 称 （ 第 ２ 案 ）   

第 ２ 案 の 理 由  
 

応 募 の 動 機  
 

ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料              円（ 年 額 ／ 税 込 ） 

契 約 期 間              年 間  

２  申 込 者  

主 な 業 務 内 容  
 

担 当 者 所 属 ・ 氏 名  
 

 

連 絡 先  

 

電  話 ：  

Ｆ Ａ Ｘ ：  

メ ー ル ：  

 

  



別 記 様 式 第 ２ 号 （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

 

第    号   

年  月  日   

 

        様  

 

 

芳 賀 町 長            

 

 

芳 賀 町 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 採 用 決 定 通 知 書  

 

    年   月   日 付 け で 申 込 み の あ っ た 芳 賀 町 ネ ー ミ ン グ ラ

イ ツ 事 業 申 込 書 に 係 る 提 案 に つ い て 、芳 賀 町 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 実

施 要 綱 第 １ ０ 条 の 規 定 に よ り 、 採 用 を 決 定 し た の で 通 知 し ま す 。  

  



別 記 様 式 第 ３ 号 （ 第 １ ７ 条 関 係 ）  

 

第    号   

年  月  日   

 

        様  

 

 

芳 賀 町 長            

 

 

芳 賀 町 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 契 約 解 除 通 知 書  

 

 （ 施 設 名 称 ） の ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 に つ い て 、 次 の 理 由 に よ り 契

約 を 解 除 し ま し た の で 、芳 賀 町 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 実 施 要 綱 第 １ ７

条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  

 な お 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 既 に 納 入 さ れ ま し た ネ ー ミ ン グ ラ

イ ツ 料 に つ い て は 返 還 し ま せ ん 。  

 

契 約 解 除 年 月 日  年   月   日  

契 約 解 除 の 理 由  

 

未 納 の ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料 の 納

入 期 限  
年   月   日  

原 状 回 復 期 限  年   月   日  

 

  



別 記 様 式 第 ４ 号 （ 第 １ ８ 条 関 係 ）  

 

年  月  日   

 

芳 賀 町 長  様  

 

 

              住     所 

         申 込 者   商 号 又 は 名 称 

              代 表 者 氏 名        ○印  

 

 

芳 賀 町 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 契 約 解 除 申 出 書  

 

 芳 賀 町 ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 実 施 要 綱 第 １ ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、次

の と お り ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 事 業 の 契 約 解 除 を 申 し 出 ま す 。  

 

施 設 名 称   

愛 称   

ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 付 与 期 間     年   月   日 か ら  

   年   月   日 ま で  

ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ 料  円 （ 年 額 ／ 税 込 ）  

契 約 解 除 の 理 由  

 

 


